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１. 研究背景と目的

近年、立地適正化計画により都市計画区域内の都市的土

地利用を誘導し、都市の拡散を防ぎ、コンパクト化を図る

自治体が多く見られる。しかしながら、立地適正化計画や

都市計画法による制限が適用されない都市計画区域外（以

下、都計外）では、無秩序な市街化の進行や空き家の増加

による住環境の悪化といった問題が生じている。つまり、

コンパクトシティの実現には、都市計画区域内だけでなく、

都計外の都市的土地利用も含めた都市全体の視点から、土

地利用を考慮すべきであるが、都計外における都市的土地

利用に対する土地利用管理手法は、未だ確立されていない。 

これまでに都市計画区域を廃止した区域の実態を明らか

にした研究 1)、都計外で建築形態制限を課す条例による土

地利用制御に関する研究 2)などがあるが、既に進行した都

計外の都市的土地利用の管理を目的とした手法のあり方を

検討した研究はない。そこで本研究では、全国の自治体を

対象に、都計外で進行した都市的土地利用に対して、法令

ではない自治体が独自で定めた土地利用管理手法(1)を明ら

かにし、都計外の土地利用管理手法を検討する上での基礎

的知見を得ることを目的とする。 

研究方法としては、都市計画マスタープラン（以下、都

市マス）で都計外の都市的土地利用の進行を把握している

自治体がどのような管理手法を設けているか明らかにする。

都市マスで都計外の都市的土地利用の進行を把握している

自治体は、少なからず都計外の土地利用管理手法の必要性

を認識していると考えられるためである。同時に、都市マ

ス策定の有無に限らず、行政区域に都計外を含む自治体の

うち、既に都計外に土地利用管理手法を設けている自治体

の実態を把握する。これら2つの側面から都計外の土地利

用管理手法のあり方を検討していく。 

２．都市マスで土地利用転換を把握している自治体の実態 

２-１．都市マスによる土地利用転換の記載の有無 

まず、行政区域の一部に都市計画区域を指定している

832自治体(2)のうち、行政区域全域を都市マスの対象範囲(3)

とする自治体は386であった（図1）。加えて、それら自治

体の平成 30 年度以前に策定された都市マスの地域別構想

や将来土地利用構想図から、既存集落は対象外として、都

計外で都市的土地利用が進行しているか判断した結果、82

自治体で確認された。 

また、抽出した82自治体の都市マスに都市的土地利用へ

の転換とその要因が記載されているか確認した。高速道路

IC 周辺の開発等要因が特定されている自治体では対策が
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20ha未満の都市的土地利用

また、大部分がゴルフ場や

空地である(20)

都市的土地利用の要因

が特定できる(36)

商業系、工業系のみの

土地利用(9)

行政区域の一部に都市計画区域を

指定している自治体（832）

行政区域全域を都市計画マスタープラン

の対象範囲とする自治体（386）

都市計画区域外の都市的土地利用の

進行を把握している自治体（82）

都市的土地利用の要因

が特定できない（46）

住居系のみ、もしくは住居系を含めた

商業系、工業系の土地利用（37）

GISで20ha以上の都市的土地利用転換が

確認できた自治体（17）

図１．大規模土地利用転換の有無を確認する流れ 
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考えられた例 3)があるが、要因が特定されていない自治体

は、無秩序に市街化が進行している可能性がある。このよ

うな自治体が46自治体抽出された。他方、単一の商業施設

や工場の進出だけでは、その周囲に無秩序な開発が進展す

る可能性は低い反面、住宅地が形成されている地区は、今

後さらに開発が進行する懸念がある。そこで、46自治体の

うち住居系もしくは住居系を含む商業系、工業系の土地利

用が進行した自治体を抽出し、37自治体が該当していた。 

２-２．都市的土地利用転換の空間的把握 

37自治体では、都市マスから都計外で都市的土地利用の

進行が確認できたものの、それらの場所や規模、経過まで

は明らかにできないため、GISを用いて1987～2009年で自

然的土地利用から都市的土地利用に転換された場所を分析

した(4)。これらの都市的土地利用は、開発から10年以上が

経過しているため土地利用管理の必要性が高い。 

その結果、飛び市街化区域指定要件である20ha（=20メ

ッシュ）以上の開発が 17 市 45 箇所で確認できた（表 1）。

20ha以上の都市的土地利用転換（以下、大規模土地利用転

換）が確認された17市のうち、都市マスで検討されている

ものも含めると、13市の都計外で土地利用管理手法の導入

が検討されているが、実際に管理手法が適用されているの

は 9 市であった(5)。特に、都市計画区域の拡大は多くの自

治体が検討するのみであった（5/6市）。また、非線引き都

市計画区域を持つ自治体ですら区域拡大を実現できていな

いことから、線引きの有無に関わらず、実現性が高い手法

ではない。一方で、実際に適用されている管理手法は、条

例が4市、準都市計画区域指定が2市、建築確認申請の義

務化や都市計画区域拡大、建築協定が1市ずつであった。 

個別規制法との関係性を見ると、多くの大規模土地利用

転換は、農業振興地域内で進行していた。特に七尾市や洲

本市、宮若市、雲仙市は、規制の強い農用地区域内で大規

模土地利用転換が進行していた。その他にも気仙沼市と伊

賀市では、自然公園地域の特別地域内で大規模土地利用転

換が確認できることから、個別規制法のみでは、都計外の

大規模土地利用転換を抑制できていないことがわかる。 

２-３．土地利用管理手法が設けられている自治体の実態 

（１）都市計画区域拡大による土地利用管理（姶良市） 

姶良市では、山田地区と竜門地区で大規模土地利用転換

が確認できたが、この内、山田地区が都市計画区域に編入

されている。編入の背景には、都市計画区域の再編がある。

平成22年3月23日に旧加治木町と旧姶良町、旧蒲生町が

合併し、現在の姶良市が誕生した。合併以降、加治木、蒲

生、姶良の3つの非線引き都市計画区域が併存していたが、

一体的な整備、開発及び保全を目的に2016年、これらを非

線引きの姶良都市計画区域に統合した際、山田地区を都市

計画区域に編入した（図2）。 

山田地区を編入した理由としては、同地区を集落生活拠

点として維持する必要があったことや、都市計画区域内と

一体の都市活動が営まれており、土地利用の整序を進める

必要があることが挙げられている 4)。一方、都市計画区域

の拡大区域を検討する際、姶良市は地形的なつながりを重

視しており、山田地区は、標高30m程で既存の都市計画区

域と地形的に一体であると判断されたが、標高 100m 程の

竜門地区については、これが認められないため、都市計画

区域に編入されなかったとしている。区域拡大により新た

に加えられた規制は、建蔽率や容積率の上限といった形態

制限の他、建築確認申請の義務化がある。特筆すべき点は、

都市計画区域に指定されたことで、姶良市の立地適正化計

画の範囲にも含まれることになり、姶良市が独自に定める

生活環境維持区域に設定されたことである。生活環境維持

区域は、居住誘導区域外の各拠点で、現在ある生活利便施

設を維持していく区域である 5)。山田地区には、郵便局や

公民館、保育園等が集積しており、各施設から徒歩 300m

以内に人口が集中しているため、現状の生活利便性の高さ

図２．都市計画区域拡大後の概況（姶良市） 

白地

地域

農用地

区域

自然公園

地域

特別

地域

気仙沼市 災害危険区域に関する条例 2012 10 3 5 4 3

登米市 景観条例 2008 4 4

栗原市 × 1 1

大館市 都市計画区域拡大 3 3

大田原市 × 1 1 1

福井市 建築協定 1995 1 1 1

島田市 × 3 2 1

都市計画区域拡大

準都市計画区域指定

建築基準法68条9

適正な土地利用に関する条例 2017

洲本市 都市計画区域拡大 1 1

米子市 都市計画区域拡大 1 1

広島市 準都市計画区域指定 2011 2

三原市 × 3 3

宮若市 準都市計画区域指定 2008 2 2

雲仙市 都市計画区域拡大 2 1

佐伯市 景観条例 2020 3 1 2

姶良市 都市計画区域拡大 2016 2 1

斜字 …都市マスに記載あり 太字…線引き都市計画区域 下線…広域都市計画区域

※農振法、森林法および自然公園法が重複しているものも含まれる

伊賀市 4 4 2

建築基準法に基づき県知事が

指定する地域
2

1

市町村 土地利用管理手法 施行年

大規模土地

利用転換

箇所数※

1958 2

農振法

森林法

自然公園法

七尾市

表１．20ha以上の開発が確認できる自治体の実態 

日本都市計画学会中部支部研究発表会論文集No.31

10



を維持していく狙いがある。また、区域編入の理由である

集落生活拠点の維持を担っている。しかしながら、生活環

境維持区域内に新規の建築物を誘導する仕組みは設けられ

ていない。  

姶良市では、大規模土地利用転換が確認された竜門地区

が拡大区域に含まれておらず、都市計画区域拡大のみで都

計外の大規模土地利用転換を全てコントロールすることは、

困難であると推測できる。そのため、都市計画区域拡大は、

土地利用管理手法として実現性が低いと言わざるを得ない。 

（２）自主条例よる土地利用管理（伊賀市） 

伊賀市は、2017年に市全域を対象に「伊賀市の適正な土

地利用に関する条例」を制定した。同条例は、行政区域内

に線引き都市計画区域が複数存在していた形態を再編し、1

つの非線引き都市計画区域としたことで、再編前に市街化

調整区域であった区域の土地利用制限が緩和されてしまう

ため、土地利用制限を担保するために制定された。 

まず、建築開発事業が条例の対象となる場合は、その事

業が土地利用用途の適合性を満たしているか確認する（図

3）。この基準は、市内全域に指定されている9つの土地利

用基本区域ごとに用途や形態が定められており、基準に適

合していない建築物の建築を不可とすることで、適切な土

地利用用途を誘導している。また、一定の規模や特定の用

途に該当する事業は、特定開発事業として定められ、認可

を得るために説明会の開催や土地利用審議会の承認が必要

になる。同条例について、旧市街化調整区域の土地利用管

理の効果を検証した研究はあるが、都計外の都市的土地利

用への効果は、まだ検証されていない 6)。 

GIS で分析したところ、大規模土地利用転換は、郊外住

宅団地区域内に2か所（槙山地区、島ケ原地区）、地域拠点

等の拠点区域内に1か所（平田地区）含まれていた。郊外

住宅団地区域では、工業系土地利用や遊戯、風俗施設の建

築を不可とし、集合住宅や小規模な商業施設を特定開発事

業に定めることで、戸建住宅を中心とした住環境を誘導し

ている。地域拠点等の拠点区域では、第2種中高層住居専

用地域内の制限と整合している 7)。合計床面積1500㎡以下

の商業施設や作業場の床面積合計が 50 ㎡以下の工場は建

築可能とし、病院（病床数20以上）以外の公共・公益施設

を積極的に誘導している（表2）。 

また大規模土地利用転換が確認できた周辺には、既存集

落及びその周辺区域や保全区域等が指定されている。伊賀

市が公開している条例に基づく承認および届出データ（平

成30年4月～令和2年3月9日）から都計外の事業のみ抽

出すると、全体で 66 件が承認されていた（表 3）。大規模

土地利用転換が確認できた領域内では、新たに7件（槙山

地区1件、島ケ原地区5件、平田地区1件）の開発事業が

承認されており、7 件はいずれも戸建住宅であった。その

うち郊外住宅団地区域内で承認された6件の事業は、高さ

10m以下の戸建住宅であり、都計外でも秩序のある開発が

されている。都計外全体に着目すると、都計外で承認され

た全66件のうち27件が千戸地区で開発されていた。既に

表２．土地利用基本区域別の適合条件（伊賀市） 

基本区域
地域拠点等の拠点区域

（用途地域無し）
郊外住宅団地区域

住居系

農家・分家住宅・戸建住宅

集合住宅(10ｍ以下)

社会福祉施設

農家・分家住宅

戸建住宅(いずれも10ｍ以下)

商業系

宿泊施設・自動車販売店

店舗・飲食店(1500㎡以下)

事務所

店舗・飲食店

(220㎡以下)

工業系

自動車修理工場

危険性の少ない工場

(作業場面積50㎡以下)

ガソリンスタンド

自動車車庫

建築不可

公共・

公益施設

幼稚園・学校・図書館

診療所・公民館・集会所

交番・郵便局

神社・寺院

公民館・集会所

交番・郵便局

特定開発事業 集合住宅(10ｍ超)

住宅(10ｍ超）

 集合住宅(10ｍ以下)

事務所(220㎡以下)

幼稚園、学校、図書館

社会福祉施設、診療所

表３．適合承認された都計外の開発事業件数（伊賀市） 

地域拠点等の

拠点区域

郊外住宅

団地区域

既存集落及び

その周辺区域

記載

無し

槙山 4(3) 1(1) 2(2) 1

島ケ原 8(7) 1(1) 5(5) 1(1) 1

平田 1(1) 1(1) 0 0

千戸 27(26) 26(26) 0 1

その他 26(12)

計 66

太字…大規模土地利用転換が確認された領域内での開発事業

都計外での

事業件数

内訳

地区名

( )内は戸建住宅の新築、増築、改築件数

図３．条例手続きの流れ（伊賀市） 
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市街化が進んだ槙山、島ケ原、平田地区よりも、それ以降

に整備された住宅団地内で開発事業が顕著に進行していた。 

 千戸地区の例から判断できるように、条例のみでは都計

外の開発件数の抑制は難しい。しかしながら、都市的土地

利用を適正に誘導し、用途や形態制限を加えることで乱開

発を防止しており、承認された事業の建築物の用途からも

土地利用基本区域の制限に則した開発が行われていること

が確認された。 

（３）建築行為の動向を把握する土地利用管理手法 

その他の土地利用管理手法としては、都計外の建築状況

を把握するに留まるものが多い。 

七尾市は「建築基準法に基づき知事が指定する区域」を

指定し、区域内で建築基準法第6条第1項第4号に該当す

る建築物に建築確認申請を課すことで、都計外での建築状

況の把握を可能としている。登米市や佐伯市の景観条例に

よる管理手法も届出対象となる建築行為については、都計

外でも建築状況を把握できる。 

このような土地利用管理手法は、姶良市や伊賀市のよう

に、建築物の用途や形態に関する制限の設定や開発行為の

誘導、集約を行う手法ではない。ただし、建築状況を自治

体が把握することで必要に応じて、都計外の土地利用管理

手法の検討につなげるためのものと捉えられる。 

２-４．都計外の都市的土地利用に対する自治体の動向 

 37自治体の都市マスで、都計外で進行した住居系の用途

を含む都市的土地利用を認識していることが明らかになっ

た。そのうち17自治体で市街地の更新時期を迎える大規模

土地利用転換が確認された。各自治体が様々な土地利用管

理手法を設けているが、建築物の用途や形態を規制するも

の、立地を誘導するもの、詳細な規制が定められていない

ものがあり、管理能力は大きく異なると推察される。 

また、土地利用管理手法を設けていない、もしくは、検

討するに留まり、実質的に管理手法が設けられていない自

治体が確認された。例として、米子市は、平成16年の都市

マスで既に都市計画区域の拡大が検討されていたが、実現

しないまま、最新の令和元年策定の計画でも同様の記載が

見られた。しかしながら、実質的に都計外の都市的土地

利用に対する制限が設けられていない現在も、開発行為

が進行しており、地域を持続していくために適切な土地

利用管理手法を導入する必要がある（図4）。 

３．既に運用されている都計外の土地利用管理手法 

３-１．アンケート調査を用いた土地利用管理手法の把握 

 都市マスで都計外の都市的土地利用に関する記載がない

場合でも、都計外の土地利用管理手法を検討している可能

性がある。また、行政区域全域が都計外である自治体は、

そもそも都市マスを策定していないが、同様に土地利用管

理手法を設けていることも考えられる。加えて、大規模土

地利用転換が進行した自治体の実態という側面から都計外

の土地利用管理手法の把握を試みた前章での結果を鑑みる

と、都市計画区域の拡大や準都市計画区域指定を除いて、

実効性の高い手法を運用できている自治体は、伊賀市のみ

であった。そのため、より広範な視点から都計外の有用な

土地利用管理手法を検討する必要がある。 

都市マスの有無や都市的土地利用の規模に関わらず、既

に土地利用管理手法を設けている自治体を把握するために

アンケート調査を実施した（図5）。 

 平成 28 年度の都市計画現況調査より行政区域全域が都

計外である自治体と行政区域の一部が都計外となっている

1183自治体を対象に実態調査を実施した（回答率48.8％）。

結果として、都計外に適用される都市的土地利用に対する

土地利用管理手法を設けている自治体は34％（191/561）確

認された。また、手法としては、景観政策による管理手法

が52％と最も多く（99/191）、次いで条例が35％（67/191）、

開発指導要綱による制限が21％（40/191）と多く見られた

（図6）。一方で、都市計画区域拡大は、伊豆市のみであり、

アンケート調査からも都市計画区域拡大は、都計外の都市

的土地利用に対する土地利用管理手法としての実現性の低

さが窺えた。 

また、条例を目的別に分類すると、最も多いのは、土地

利用調整条例であった（図7）。これは、開発面積に基準値

を設け、基準値以上の開発行為に届出を課すといった開発

指導要綱に類似した土地利用管理手法である。 

景観政策や開発指導要綱は、建築面積や高さ、開発面積

に基準値を設定し、基準値を超過する大規模な建築物や開

発行為に対して、届出及び行政からの承認を義務付けるも

図４．都計外で市街化が進む河岡団地（米子市） 図５．アンケート概要及び管理手法を設けている自治体 

配布・回答状況

回答期間
2020年

 4月3日～5月1日

回答方法 E-mailおよびFAX

配布自治体数(1) 1183

都計外なし 11

都計外あり 1172

回答自治体数(2) 572

回答率（％）

=(2)/(1)
48.8

平成28年度都市計画現況調査で

都計外を有する自治体(1183)

現在都計外を有する自治体(1172)

都計外に都市的土地利用に対する

土地利用管理手法を運用している

自治体(191)

建築物の用途、形態に制限を課す

土地利用管理手法を持つ自治体(12)

課される制限が

・建築、開発行為の届出のみ

・建築確認申請

・景観計画による制限　等

(179)
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のである。これらの土地利用管理手法は、都計外で行われ

た届出対象となる建築行為および開発行為の動向が把握可

能になり、都計外での無秩序な開発を抑制するための土地

利用制御策を講じることにつなげることができる。 

一方で、都計外の秩序ある土地利用を明確な目的として

おり、届出行為を義務付けるだけではなく、建築物の用途

や形態に制限を設定している土地利用管理手法は、既に進

行した都計外での都市的土地利用に対して土地利用施策を

検討する際に有用と考えられ、本研究では、そのような土

地利用管理手法から得られる知見がより重要と捉えている。

該当する土地利用管理手法として、まちづくり制度を持つ

条例が5つ、土地利用調整条例から4つ、建築協定が3つ

確認された(6)。

３-２．まちづくり制度よる都計外の土地利用管理手法 

 9 つの条例のうち、掛川市、敦賀市、甲賀市、小野市、

熊本県錦町の5自治体では、行政区域全域を対象とし、都

計外を含めた特定の地域に独自の土地利用ルールを住民参

加のもとで合意形成、策定することができるまちづくり制

度を持ち合わせている（表4）。 

例として、甲賀市の「みんなのまちを守り育てる条例」

は、開発指導要綱のように一定の宅地水準を確保し、無秩

序な市街化を防ぐ性質を持ち合わせながら、市民が主体と

なって総合的なまちづくりを進める仕組みを設けることで

地域の事情や特性にあったまちづくりの推進を狙いとして

いる。同条例では、地域まちづくり協定にて、構想区域を

3000 ㎡以上とし、建築物の用途や容積率、建蔽率、高さ、

壁面の位置や敷地内の緑化等を地域住民の合意形成のもと

定めることができる。以上のように、地域まちづくり協定

で定めることのできる内容は、地区計画や建築協定と類似

しており、都計外の都市的土地利用に対しても地区単位で

土地利用管理手法として運用することができる。 

 「掛川市生涯学習まちづくり土地条例」は、施行年が1991

年とまちづくり制度を持つ条例の中で最も早期に運用され

ている。都計外も含めて「まちづくり計画協定」の運用実

態と課題を明らかにした研究が見られるが、都計外の土地

利用管理手法としての有用性を検討するまでには至ってい

ない 8)。 

表４．住民発意で土地利用制限を定めることのできるまちづくり制度を持つ条例 

都道府県 市町村
都計外

の形態
土地利用管理手法 策定年 土地利用制限が運用されるまでのスキーム 住民参加の形式 罰則・勧告等

静岡県 掛川市 一部
生涯学習まちづくり

土地条例
1991

土地利用に関する「まちづくり計画」の策定

→土地所有者の8割以上の同意

→市、住民代表、地権者代表の3者により

「まちづくり計画協定」を締結

→特別計画協定促進区域にて適用

「まちづくり

計画」の策定

計画に則さない

場合、勧告及び

名前の公表

福井県 敦賀市 一部
敦賀市土地利用

調整条例
2006

地区まちづくり協議会の結成

→土地利用に関する「地区まちづくり計画」の策定

→審議会の開催

→市長による「地区まちづくり計画」の承認

「地区まちづくり

協議会」の運営、

「地区まちづくり

計画」の合意形成

計画に則した

建築行為の

指導、助言

滋賀県 甲賀市 一部
甲賀市みんなのまちを

守り育てる条例
2008

住民により「地域まちづくり推進協議会」の結成

→「地域まちづくり基本構想」の策定

→区域内の権利者の8割以上の同意で

「地域まちづくり協定」を締結

「地域まちづくり基本

構想」策定の参加

協定に則した

建築行為の指導

兵庫県 小野市 一部

小野市開発事業に係る調整

及び地域のまちづくりの

推進に関する条例

2011
「まちづくり協議会」による

「まちづくり構想」の策定

「まちづくり構想」

策定の参加
記載なし

熊本県 錦町 全域
潤いと安らぎを守り育てる

錦町まちづくり条例
1998

まちづくりに対する要望が強い地域に対し、町長が

「まちづくり促進区域」を指定

「まちづくり促進

区域」指定の要望
記載なし

N=191 

図６．運用されている都計外の土地利用管理手法 

N=67 

図７．都計外の条例の目的別分類 
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このようにまちづくり制度を持ち合わせた条例は、都市

計画区域の拡大と比較すると、必要な地域だけに独自の土

地利用制限を設けることができるので、硬直性が改善され、

実現性が高いといえる。一方、掛川市と甲賀市の場合、土

地所有者や権利者の8割以上の同意を得る必要があり、住

民が主体的にまちづくりへ参画する土壌が求められる。 

３-３．ゾーニングによる土地利用管理手法 

 仙台市、安曇野市、敦賀市、伊賀市、沖縄県恩納村は、

条例によって、都計外を含む行政区域全域をゾーニングし、

各ゾーンに建築物の用途や形態に関する制限を課している。 

仙台市の「杜の都の風土を守る土地利用調整条例」は、

開発事業の実施を認める区域内に第一種住居地域の用途制

限に相当する「集落環境保全区域Ａ」と近隣商業地域の用

途制限に相当する「集落環境保全区域Ｂ」を市街化調整区

域と都計外に設定している。これらの区域では、工場等に

係る開発事業の実施は認めないものとしており、住居や店

舗を主体とする集落環境の保全を目的としている。 

敦賀市の「敦賀市土地利用調整条例」は、前章のまちづ

くり制度の活用に併せて、都計外に第一種低層住居専用地

域の用途制限に準じる「自然環境を有する地域」、「優良な

農地を有する地域」と第一種住居地域の用途制限に準じる

「その他の地域」を設けている。それぞれの区域に高さ、

建蔽率、容積率が規定されている。 

恩納村は、行政区域全域が都計外であるが、「恩納村環境

保全条例」により、10種類にゾーニングしている。住宅や

共同住宅、宿舎のみ建築可能である「集落用域」から店舗

やホテル、ゴルフ場の開発を許容する「リゾート用域」を

設定することで、住居を中心とした集落環境を保全し、無

秩序な開発を防いでいる。 

この土地利用管理手法の特徴は、都計外でも都市計画区

域で適用されるような用途地域制度に近い制限を設定する

ことが可能となる。そのため土地利用管理手法の適用範囲

は、行政区域全域もしくは都計外全域と広範である。既に

都市的土地利用が一定程度進行した地域に地区単位で土地

利用制限を設定するまちづくり制度を持つ条例とは異なり、

今後、新たに進行する市街化を対象として広域に土地利用

制限を課す手法と捉えられる。 

３-４．建築協定による土地利用管理手法 

 青森県東通村、福島県天栄村、福井市は、建築協定を都

計外の都市的土地利用に対する土地利用管理手法として捉

えている。建築協定の締結形式が住宅地の開発団体が分譲

前に定める一人協定ではなく、住民の全員合意により定め

られたものは、先述の住民発意型のまちづくり条例のよう

に、住民がまちづくりに参加し、その地域の土地利用の管

理や住環境の維持向上に寄与できる可能性がある。 

４. 都計外での土地利用管理手法の必要性

都市計画区域拡大や準都市計画区域の指定といった手法

は、都計外の土地利用管理手法として正攻法といえるもの

であるが、人口減少下で拡大が難しいことや拡大が検討さ

れる区域の住民の同意が困難である点、既存不適格建築物

の発生等の問題点が挙げられる 9)。都市計画区域の拡大に

よる管理手法は、実現性が低いことに加え、都市計画区域

拡大後に何らかの規制を上乗せして、より強固な土地利用

管理手法を設ける必要があることが姶良市の例から判断で

きる。その意味では、用途制限や立地誘導の機能を持つ伊

賀市の土地利用条例は、管理能力が高いと考えられる。 

伊賀市のような都計外をゾーニングして適用する条例の

他、建築物の用途や形態に関する制限を設ける土地利用管

理手法として、まちづくり制度を持つ条例や建築協定が確

認された。これらは、地区単位で住民の意見を取り入れな

がら、独自の制限を課すことができる弾力的な手法である

ことから、実現性の高さが期待される。今後、まちづくり

制度を持つ条例では、どのような土地利用制限が運用され

ているのか、また、策定経緯や課題を明らかにしていくこ

とで、都計外の都市的土地利用に対する土地利用管理手法

として最適な手法になり得るか検証する必要がある。 
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【補注】 

(1)都市計画区域拡大や準都市計画区域の指定といった都市計画法に基づく
手法による都計外の土地利用管理に関しては、研究蓄積が一定程度あるこ
とから、法令以外の手法の知見を得ることを目的とする。 

(2)平成28年度都市計画現況調査より。 

(3)対象区域は都市計画区域としつつ、必要に応じて都計外も含めた行政区
域全域に関する方針が記載されている自治体も含めている。 

(4)国土数値情報ダウンロードサービスより土地利用細分メッシュデータ
（100×100m）を使用した。自然的土地利用としては、田や畑、果樹園、樹
木畑、森林、都市的土地利用としては、建物用地や特定地区、空地を定義

した。 

(5)アンケート調査から確認された福井市および佐伯市の土地利用管理手法
を含む。 

(6)建築協定は 4 自治体が回答したが、そのうち津市の「ニューファクトリ
ーひさい工業団地建築協定」は市街化調整区域内で適用されていることが
確認されたため除外した。 
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